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介護現場の要望をうかがい、国会で取り上げてきました。 

予算委員会で介護の質問回数 No.１ 

●人材確保のために全産業平均並みに賃金引き上げを  

●訪問介護の基本報酬のマイナス改定を撤回せよ 

●物価高・最賃引き上げに対応して、介護報酬改定は毎年行

うべき  

●２割負担の対象拡大をやめよ →見送りに 

●介護など公的分野の人材紹介手数料の上限規制を、ハロ

ーワーク拡充を 

●少子化対策財源で介護のカット（利用者負担増）はやめよ 

厚生労働委員会などでも 

●ケアマネの処遇改善を ●支給限度額の引き上げを 

●LIFEの効果への疑問 ●地域区分の引き上げ  

●物価高騰対策、最賃引き上げへの対策 ●介護保険への国庫負担割合を増やすこと 

●コロナ禍では、財政支援、検査支援、換気・感染対策支援など何度も迫る 

 

介護保険の国庫負担割合を１０％引き上げ、 

介護報酬増やし、人材確保と事業所支援を 

日本共産党が９月２６日に発表した「年金削減、介護の危機、医療改悪をくいとめ、高齢者の人権と尊厳を守る

ための緊急提言」より、介護に関わる部分を抜粋してご紹介します。 

 

 

 

年金・介護・医療――高齢者の暮らしを支える

基盤の“崩壊”が起こっています 

 物価高騰が高齢者の年金生活を直撃し、「暮らし

ていけない」という悲鳴が上がっています。自公政

権が、物価上昇を下回る年金改定で実質減額を続け、

第２次安倍政権以降の１２年間に、公的年金は実質

で７・８％も削減されました。“目減り”した年金額

は３０兆円を超えます。この夏、電気代の負担を苦

にしてエアコンの使用を控えて熱中症になり、亡く

なる高齢者が相次ぎました。「フードバンク」「地域

食堂」などの食料支援に列をつくる高齢者も急増し

ています。 

宮本徹（みやもととおる） 1972 年兵庫県三木市に３人

兄弟の次男として生まれる。東京大学教育学部卒。

2014 年より衆議院議員 3 期。党国会対策副委員長。

党厚生労働部会長。ライフワークは教育無償化。人生

観に影響を与えたのはブルーハーツ、灰谷健次郎、本

多勝一、宮沢賢治。 

記者会見する山添拓政策委員長（左）と宮本徹衆院議員、

9 月 26 日、国会内 
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 介護では、提供体制の崩壊という介護制度の危機

が進行しています。ホームヘルパーなど介護人材が

不足し、人手不足と経営悪化による介護事業所の撤

退・廃業・倒産が続出しています。とくに、政府が

今年度から訪問介護の基本報酬を削減したことが

大打撃になりました。地方では、介護事業所が１カ

所もない市町村が出てきています。保険料・利用料

を払っても、「人材・事業所がないため、介護サービ

スが受けられない」という危機的事態です。 

 ７５歳以上の高齢者の医療費の窓口負担は、「原

則＝１割、現役並み所得者＝３割」とされてきまし

たが、一昨年、単身で年収２００万円以上の人など

の窓口負担を２割に引き上げる改悪が強行された

ために、深刻な受診抑制が起こっています。そのう

え、政府は３割負担の対象をさらに広げる方針を打

ち出しました。国保料の値上げが高齢者にも大きな

負担になっています。 

 年金も介護も医療も、人間らしい暮らしを送るた

めのものです。それらが今、本来の機能を失い、危

機的な状況におちいっています。憲法は、すべての

国民に健康で文化的な最低限度の生活を送る権利

があることを明記し、その保障を国の責務と定めて

います。高齢者になっても、人権と尊厳が守られ、

人間らしい暮らしを送れるようにするのは政治の

責任です。 

 

現役世代・若い世代にとっても大変な事態です 

 年金・介護・医療の機能不全は、現役世代にとっ

ても“他人事（ひとごと）”ではいられません。 

 いま、働く現役世代が、介護のために仕事を辞め

る「介護離職」が年間１０万人にのぼるなど、要介

護者の家族の負担は重くなっています。「ケアマネ

が見つからず、介護サービスが受けられない」、「ヘ

ルパーが不足して時間を減らさざるをえない」、「入

居できる施設がない」など、家族の負担がいっそう

重くなる事態が広がっています。 

 誰もが、高齢者になります。まともな年金が保障

されないという現実は、若い世代にとって“将来の

自分の姿”です。自公政権の計画では、年金は今後

もどんどん減らされます。今年７月に発表した「年

金財政検証」によれば、過去３０年と経済状況が変

わらないという想定の場合、現在月６万８０００円

の国民年金（基礎年金）の実質的価値は、いま４０

歳の人が６５歳になるときには月５万２０００円

に、いま２０歳の人が６５歳になるときは月４万８

０００円となります。高齢になると、人権も尊厳も

尊重されないというのでは、若者が将来に希望を見

いだせなくなるのも当然です。 

 

日本経済にも大きな打撃となります 

 年金・介護・医療など社会保障は、国民の大切な

権利であると同時に、経済の重要な部分を占めてい

ます。公的年金は、全国４６道府県で「県民所得」

の１０％以上を占め、２６県で「家計最終消費支出」

の２０％以上となるなど、地域の経済と消費の重要

な柱です。その年金が削減され、医療や介護の負担

が増えることは、家計の所得を減らし、生活不安・

将来不安を増大させ、経済に大きなマイナスとなり

ます。 

 

高齢者の人権と尊厳を否定する卑劣な攻撃は

許されない 

 自公政権はこの１２年間、国の社会保障費を削減

するため、「社会保障が高齢者に偏っている」「高齢

者向けの予算を子どもや若者にまわす」など、世代

間の対立をあおる宣伝を繰り返しながら、年金・介

護・医療などの制度改悪を強行してきました。まさ

に、事実をゆがめ、高齢者を“じゃまもの”扱いし、

人権と尊厳を否定する攻撃です。政府が自ら、日本

社会の分断を進め、世代間のバッシングを助長する

など、許されるものではありません。 

 

年金削減、介護の危機、医療の改悪をくいとめ

る緊急提言 

日本共産党は、年金削減、介護の危機、医療の改悪

をくいとめ、高齢者の人権と尊厳を守るため、緊急

の提言を行います。 

 

１．（略） 

 

２．介護への国の支出を増やし、介護の基盤崩

壊を打開するための緊急対策を実施します 

 

介護保険の国庫負担割合を１０％引き上げ、介

護報酬の増額、介護職員の待遇改善、介護事業

の継続支援を行います 
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現行の介護保険は、公費５０％（国庫負担２５％、

都道府県・市町村負担２５％）、保険料５０％で運営

されています。このうち国庫負担を１０％増やして

３５％とし、公費負担６０％の制度にし、国の支出

を１・３兆円増やします。 

 介護の深刻な人材不足や、事業所の廃業・倒産の

根本には、低すぎる介護報酬とその連続削減があり

ます。危機を打開するには、介護職の賃金・労働条

件の抜本的な改善と、事業所の経営の立て直しに向

けた、介護報酬の引き上げや公的支援が必要です。 

 ところが、今の介護保険では、“職員の処遇改善や

給付の充実をすると、保険料・利用料の負担増に跳

ね返る”という問題が生じてしまいます。この“矛

盾”を解決するには、介護保険財政に投入する公費

負担を増やすしかありません。 

 介護保険の公費負担割合を５０％から６０％に

引き上げることは、いま、介護の再生を求める広範

な有識者や団体・個人の一致した要求となっていま

す。かつては、自民党・公明党も介護保険を「持続

可能」にするための政策として、公費負担割合の６

割への引き上げを国政選挙の公約にかかげていま

した。それを実施することは急務です。 

 この財源は、富裕層・大企業への行き過ぎた税金

の優遇をあらため、応分の負担を求める税制の改革

によって確保できます。自公政権は、介護をはじめ

社会保障は「財政危機だ」といって削減と負担増を

繰り返してきました。その一方で、「安保３文書」に

もとづく戦争国家づくりのために、「５年間で４３

兆円」の大軍拡を進めています。４３兆円といえば、

介護保険の国庫負担増にかかる１・３兆円の３３年

分です。国の歳出は戦争への備えではなく、国民の

暮らしと尊厳がおびやかされる事態への備えにこ

そ使うべきです。 

 

人材を確保できるだけの介護職員の賃上げと

労働条件改善を 

 介護現場の人手不足の最大の原因は、「全産業平

均より月５万円以上低い」とされる介護職員の低賃

金と長時間・過密労働です。介護職員の離退職が相

次ぎ、現場の人手不足と過重労働が悪化して、さら

に職員が辞めていくという“悪循環”です。 

 政府は、ボランティア・外国人の登用や、転倒防

止センサー導入などの「ＩＣＴ化」で人手不足を補

うとしていますが、事態の解決にはほど遠いもので

す。 

――介護保険制度への国庫負担を１０％増やし、公

的助成で賃上げを進め、「全産業平均並み」に引き上

げていきます。介護報酬の増額・改善と一体に、ホ

ームヘルパー・ケアマネジャー・職員の処遇改善と、

長時間労働の是正をはかります。 

――介護施設職員の長時間・過密労働や「ワンオペ

夜勤」の解消にむけ、施設職員の配置基準の見直し

や、「夜勤の複数配置」を実現するための報酬加算・

公的補助などを行います。 

――介護事業所・施設の人件費を圧迫している人材

紹介業者への手数料に「上限」を設けるなど、人件

費が確実に職員の賃金にまわるようにします。 

 

介護報酬を引き上げ、介護事業所の経営再建と

事業の継続を応援します 

 ２００３年度から２０２１年度に、介護報酬の本

体部分は、消費税増税対応分を除いた実質で５・７

４％も削減されました。そのうえ、政府は、２０２

４年度の報酬改定で訪問介護の基本報酬の引き下

げを強行し、その結果、今年１～８月の介護事業所

の倒産は、前年同期の１・４４倍と激増し、コロナ

危機の渦中にあった２０２０年を上回る史上最多

の水準となっています。倒産の約半数は訪問介護の

事業所で、その大半は小・零細事業者です。 

――訪問介護の基本報酬をすみやかに元の水準に

戻します。削減されてきた介護報酬を底上げし、介

護事業所の経営の継続に向けた支援を行います。 

 

“介護事業所が地域からなくなる”……介護基

盤を支えるための国の特別措置を 

 ２０１９～２３年度の５年間で、訪問介護事業所

の４分の１にあたる８６４８カ所が廃止されまし

た。事業所の撤退・廃止後、それに代わる新規の参

入がない地域では、介護事業所が“消滅”の危機に

ひんする事態となっています。「しんぶん赤旗」日曜

版の調査によれば、今年６月末時点で、訪問介護事

業所がゼロの自治体は９７町村、ひとつしかない自

治体は２７７市町村にのぼります。 

 そうしたなか、地域から介護事業がなくなる事態

をくいとめようと、自治体が公費を投入して介護職

員の賃金や待遇を保障する動きが起こっています。
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“民間まかせ”では事業所が成り立たない地域では、

介護事業所の経営を自治体が公費で補助したり、自

治体が直接、事業所を運営する「公営化」に踏み出

す事例も出てきています。 

――介護の事業が消失の危機にある自治体に対し、

国費で財政支援を行う仕組みを緊急につくります。

医療における公立病院などと同様、へき地や不採算

部門を担う介護事業所・施設の経営を、国と自治体

で支える取り組みを行います。 

 

３．（略） 

 

高齢者の人権と尊厳が守られる年金・介護・医

療へ――展望をもった制度改革を進めます 

 年金削減、介護の危機、医療改悪をくいとめなが

ら、高齢者の人権と尊厳を守られる年金・介護・医

療制度にするための、展望をもった制度改革を進め

ていきます。 

 

「頼れる年金」制度への改革を進めます 

公的年金制度のなかに「あらゆる人に最低限の年

金額を保障し、無年金・低年金者をつくらない」と

いう最低保障の仕組みがないのは、先進国では日本

だけです。国連からも「最低年金を公的年金制度に

導入」することが「勧告」されています。低年金の

底上げ、最低保障年金の導入など、「頼れる年金」に

するための改革を進めます。 

 

介護保険の給付の充実と利用者負担の軽減を

進め、高齢者も現役世代も安心できる介護・福

祉制度にします 

この１２年間に自公政権が繰り返してきた、介護

保険の負担増・給付削減の制度改悪が、要介護者と

家族を苦しめています。介護保険の生みの親といわ

れる元厚労省幹部が、「介護保険は『国家的詐欺』と

なりつつある」と警鐘を鳴らす、異常事態です。 

 自公政権は、軽度者の在宅サービスの保険給付外

しや、利用料の２割・３割負担の対象拡大など、「史

上最悪の介護保険改定」を引き続き「検討」してい

ますが、介護の再生を願う、広範な介護・福祉・自

治体関係者による改悪反対の共同が広がっていま

す。負担増・給付削減に反対し、保険給付の拡充と

利用料・保険料の減免をはかります。 

 高齢者虐待、貧困、社会的孤立など、介護保険の

サービスでは対応できない事案に対応する、自治体

の福祉（措置）の機能と体制を強化します。 

 住居費用の負担が大変な高齢者や、病気・要介護

のためにそれまで住んでいた住居に住み続けられ

なくなった高齢者が、低廉な費用で質の確保された

住宅に居住できるようにする支援を強化します。 

 

医療費の負担軽減、医療体制の整備・拡充を進

めます 

 高すぎる窓口負担の軽減を進め、将来的には“窓

口負担ゼロ”の医療制度をめざします。公費１兆円

を投入し、人頭税のようにかかる均等割・平等割を

廃止して、高すぎる国民健康保険料（税）を抜本的

に引き下げます。高齢者に負担増と差別医療を押し

つける、後期高齢者医療制度を廃止します。病床削

減や病院統廃合をやめ、医師・看護師を増員し、地

域医療の体制を拡充します。 

 

暮らしを支える社会保障の拡充は、健全な経済

成長の土台にもなります 

 日本は、先進国のなかで高齢化がもっとも進んだ

国でありながら、社会保障への公的支出（社会支出）

はＧＤＰ（国内総生産）の２２・９％にとどまり、

ドイツ（２８・１％）、フランス（３１・４％）、イ

タリア（２８・７％）、デンマーク（３０・８％）な

どの欧州諸国や、「自己責任の国」と言われるアメリ

カ（２４・１％）よりも低い水準です。「高齢化の進

展度合いから見ると、我が国の社会保障給付の水準

は相対的に低い」ことは、『厚生労働白書』も認めて

います。 

 年金が増えれば家計の所得も増え、地域の経済・

消費にもプラスとなります。介護の人材確保や事業

所の経営再建を進めることは、地域の仕事と雇用を

守り、経済の振興にもつながります。お金の心配な

く必要な医療を受けられる体制をつくり、国民の健

康が守られることは、経済・社会の健全な発展の土

台です。 

 高齢者の人権と尊厳を守ることで、経済の健全な

成長や社会の発展も実現していく――これこそ、憲

法２５条をもつ日本がめざすべき道です。日本共産

党はその道への転換をめざして、力をつくします。 


